
防 災 行 政 無 線 の 内 容 は
電 話 で も 聞 く こ と が で き ま す ！

住民のみなさんへ災害情報をお知らせする防災行政無線の放送内

容が聞こえなかったり、聞きとりにくかった場合、放送した内容を

電話で聞くことができます。

このシステムは、同時に複数の方が電話を掛けても話し中はあり

ません。

令和５年７月１日から運用が開始されます。

電話番号は

【注意】

●通話料は、利用者の負担になります。

※平成20年から運用していたテレドーム
（0180-994-144）は令和５年６月末を
もちましてサービス終了となっております。

◇この件に関するお問い合せ先◇

藤沢市防災安全部防災政策課
電話 0466－50－8380

【藤沢市の防災行政無線は、このようなときに災害情報を放送します】

◆避難情報（高齢者避難等・避難指示・緊急安全確保）を発令したとき

◆津波注意報、津波警報、大津波警報が発表されたとき

◆光化学スモッグ注意報が発令されたとき

◆国民保護に関する緊急情報が発表されたとき

◆警察署より行方不明者の捜索等に関する放送の依頼があったとき

◆その他 必要に応じて、一般行政に関する情報

ふじさわテレフォンガイダンスサービス

スマートフォンアプリ（Hazardon）を
ダウンロードして、音声・文字で通知を
受け取ることもできます。

ハザードン


